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報告第 １ 号 

 

市長専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分したから、同

条第２項の規定により報告する。 

記 

 損害賠償の額の決定について 

 

  令和６年３月５日提出                                       

                     生駒市長 小 紫 雅 史 
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専第 １ 号  

 

専   決   処   分   書  

 

損害賠償の額の決定について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づい

て議会の議決により指定された市長の専決処分事項である損害賠償の額の決

定について、同項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

                  記  

１ 事故区分及び事故発生年月日 

  物損事故 

  令和５年１１月２９日（水）午後３時３０分頃 

２ 事故発生場所 

  生駒市辻町地内  

３ 損害賠償額 

  ３１，１８５円 

４ 事故の概要 

  上記場所において、駐車場から出る際、障壁に公用車の左後方部を当て

損傷させたもの。 

 

令和６年１月２４日 

生駒市長 小 紫 雅 史  

-2-



報告第 ２ 号 

 

市長専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分したから、同

条第２項の規定により報告する。 

記 

 損害賠償の額の決定について 

 

  令和６年３月５日提出                                       

                     生駒市長 小 紫 雅 史 

-3-



専第 ２ 号  

 

専   決   処   分   書  

 

損害賠償の額の決定について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づい

て議会の議決により指定された市長の専決処分事項である損害賠償の額の決

定について、同項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

                  記  

１ 事故区分及び事故発生年月日 

  物損事故 

  令和５年９月１６日（土）午前１０時５０分頃 

２ 事故発生場所 

  生駒市清掃リレーセンター 

３ 損害賠償額 

  ２１４，８３０円 

４ 事故の概要 

  上記場所において、処理困難物搬出準備作業中、球状の廃棄物が進入路

へ転がり、持込にきていた一般市民の乗用車に接触し損傷させたもの。 

 

令和６年２月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史  
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議案第 １ 号 

   専決処分につき承認を求めることについて 

 令和５年度生駒市の一般会計の補正予算（第８回）を定めることについて

は、市議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和６年２月１９日別紙のとおり処

分したから、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

  令和６年３月５日提出 

                     生駒市長 小 紫 雅 史    
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専第 ３ 号 

           専  決  処  分  書 

 令和５年度生駒市の一般会計の補正予算（第８回）を地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、専決処分する。 

  令和６年２月１９日 

                     生駒市長 小 紫 雅 史   

   令和５年度生駒市一般会計補正予算（第８回） 

 令和５年度生駒市の一般会計の補正予算（第８回）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４９０，５０３千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４６，７１４，２４５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
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議案第 10 号 

令和５年度生駒市一般会計補正予算（第９回） 

 令和５年度生駒市の一般会計の補正予算（第９回）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２１６，８０７千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４６，９３１，０５２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表繰越明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

令和６年３月５日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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１　追加 [単位　千円]

道 路 管 理 費 ２０，０００

道 路 橋 梁 維 持 補 修 費 ４，２００

橋 梁 予 防 保 全 事 業 ６８，４００

地域脱炭素移行・再エネ推進事業 ２２８，８０８

農 業 費 土 地 改 良 事 業 ７，５４９

保 健 衛 生 費

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス
ワ ク チ ン 接 種 事 業

９，１５４

総 務 管 理 費 人 事 管 理 費 １，２１０

第　２　表　繰　越　明　許　費　補　正

款 金　　額項 事　業　名

総 務 費

８，０００

橋 梁 耐 震 化 事 業 ９，０００

道 路 新 設 改 良 事 業 ７９，２２０

１８，７７７

戸籍住民基本台帳費 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 事 務 費 １５，０４８

児 童 福 祉 費

児 童 手 当 支 給 経 費 ２，４２０

児 童 福 祉 経 費

社 会 福 祉 費

住 民 税 非 課 税 世 帯 等 に
対 す る 物 価 高 騰 対 応
重 点 支 援 給 付 金 給 付 事 業

９９，４５７

住民税均等割のみ課税世帯に
対 す る 物 価 高 騰 対 応
重 点 支 援 給 付 金 給 付 事 業

２１５，５０５

低 所 得 者 の 子 育 て 世 帯 に
対 す る 物 価 高 騰 対 応
重 点 支 援 給 付 金 給 付 事 業

生 活 道 路 安 全 対 策 事 業

２７４，９９８
民 生 費

衛 生 費

産 業 経 済 費

土 木 費

道路橋梁及び河川費
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款 金　　額項 事　業　名

２　変更 [単位　千円]

生駒南小学校・中学校整備事業 ７，９２０

小 学 校 費 小 学 校 施 設 管 理 費 ３，３４０

公 園 整 備 事 業 ７９，５１６

ま ち づ く り 推 進 事 業 １２，１００

１０，４９１

款 項
補　正　前 補　正　後

事　業　名 金　額 事　業　名 金　額

４２，７３２土 木 費
道 路 橋 梁
及 び 河 川 費

河 川 水 路
改 修 事 業

１７，４２２
河 川 水 路
改 修 事 業

教 育 費

都 市 計 画 費

教 育 総 務 費

北 部 地 域 整 備 促 進 事 業 １９，６９０

社 会 教 育 費 体 育 施 設 整 備 事 業 １４，８２９

中 学 校 費 中 学 校 施 設 管 理 費
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変更 ［単位　千円］

証書借入
又　　は
証券発行

5.0％以内
(ただし､利
率見直し方
式で借り入
れる場合に
ついて、利
率の見直し
を行った後
において
は、当該見
直し後の利
率）

　政府資金につい
てはその融資条件
により、銀行その
他の場合にはその
債権者と協定する
ものとする。ただ
し、市財政の都合
により据置期間及
び償還期限を短縮
し、若しくは繰上
償還又は低利に借
換えることができ
る。

土地改良
事業

1,000
証書借入
又　　は
証券発行

5.0％以内
(ただし､利
率見直し方
式で借り入
れる場合に
ついて、利
率の見直し
を行った後
において
は、当該見
直し後の利
率）

　政府資金につい
てはその融資条件
により、銀行その
他の場合にはその
債権者と協定する
ものとする。ただ
し、市財政の都合
により据置期間及
び償還期限を短縮
し、若しくは繰上
償還又は低利に借
換えることができ
る。

2,200

〃 〃 〃
体育施設
整備事業

16,600 〃 〃 〃 26,400

補　　　正　　　前 補　　　正　　　後
起 債 の
目 的 限 度 額 利 率 限 度 額

第　３　表　地　方　債　補　正

起 債 の
方 法

起 債 の
方 法

利 率償還の方法 償還の方法
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議案第 11 号 

令和５年度生駒市介護保険特別会計補正予算（第２回） 

 令和５年度生駒市の介護保険特別会計の補正予算（第２回）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８９，０００千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９，８９２，５８５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

令和６年３月５日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 12 号 

 

生駒市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定につ

いて 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和６年３月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、市の機関等に係る手続等に関し、電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるように

するための共通する事項を定めることにより、市民の利便性の向上並びに行政

運営の簡素化及び効率化を図り、もって市民生活の向上に寄与することを目的

とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 条例等 条例、規則等（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１２

０条に規定する会議規則、同法第１３０条第３項に規定する規則その他の議

会の規則、同法第１３８条の４第２項に規定する規則その他の規程及び地方

公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１０条に規定する管理規程を含

む。以下同じ｡)及びその他の申請、届出その他の手続に係る根拠となる規定
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で市の機関等が定めるもの並びに奈良県事務処理の特例に関する条例（平成

１２年奈良県条例第３４号）により市が処理することとされた事務について

規定する奈良県の条例及び規則をいう。 

(2) 市の機関等 地方自治法第２編第７章に基づいて設置される市の執行機

関、市の議会若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であっ

て法令上独立して権限を行使することを認められたもの又は地方自治法第２

４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。 

(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文

字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された

紙その他の有体物をいう。 

(4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に

記載することをいう。 

(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理

の用に供されるものをいう。 

(6) 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき市の機関等に対して

行われる通知をいう。この場合において、経由機関（申請等を受ける市の機

関等以外の者を経由して行われる申請等における当該申請等を受ける市の機

関等以外の者をいう。以下この号において同じ｡)があるときは、当該申請等

については、当該申請等をする者から経由機関に対して行われるもの及び経

由機関から他の経由機関又は当該申請等を受ける市の機関等に対して行われ

るものごとに、それぞれ別の申請等とみなして、この条例の規定を適用す

る。 

(7) 処分通知等 処分（行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をい

う｡)の通知その他の条例等の規定に基づき市の機関等が行う通知（不特定の
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者に対して行うものを除く｡)をいう。この場合において、経由機関（処分通

知等を行う市の機関等以外の者を経由して行う処分通知等における当該処分

通知等を行う市の機関等以外の者をいう。以下この号において同じ｡)がある

ときは、当該処分通知等については、当該処分通知等を行う市の機関等が経

由機関に対して行うもの及び経由機関が他の経由機関又は当該処分通知等を

受ける者に対して行うものごとに、それぞれ別の処分通知等とみなして、こ

の条例の規定を適用する。 

(8) 縦覧等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録に記

録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。 

(9) 作成等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録を作

成し、又は保存することをいう。 

(10) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。 

（電子情報処理組織による申請等） 

第３条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等によ

り行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の

規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、電子情報処理組織（市の機

関等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ｡)とその手続等の

相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

をいう。以下同じ｡)を使用する方法により行うことができる。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、

当該申請等に関する他の条例等に規定する方法により行われたものとみなし

て、当該条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申

請等を受ける市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記

録がされた時に当該市の機関等に到達したものとみなす。 
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４ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をするこ

とが規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行

う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情

報処理組織を使用した個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項

に規定する個人番号カードをいう。以下同じ｡)の利用その他の氏名又は名称を

明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって代えることができる。 

５ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において手数料、使用料

その他の収入金（以下「手数料等」という｡)の納付の方法が規定されているも

のを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数

料等の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則等で定めるも

のをもって行うことができる。 

６ 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申

請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その

他の当該申請等のうちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う

ことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則等で定め

る場合には、規則等で定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の

部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第２項中「行われ

た申請等」とあるのは、「行われた申請等（第６項の規定により前項の規定を

適用する部分に限る。以下この項から第５項までにおいて同じ｡)」とする。 

（電子情報処理組織による処分通知等） 

第４条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書

面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該

条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、電子情報処理組織
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を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者

が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の規則等で定める方式

による表示をする場合に限る。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等について

は、当該処分通知等に関する他の条例等に規定する方法により行われたものと

みなして、当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用す

る。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当

該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記

録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。 

４ 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等

をすることが規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法

により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわら

ず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって代

えることができる。 

５ 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場

合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあ

る場合その他の当該処分通知等のうちに第１項の電子情報処理組織を使用する

方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とし

て規則等で定める場合には、規則等で定めるところにより、当該処分通知等の

うち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合におい

て、第２項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた処分通知等（第

５項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第４項ま

でにおいて同じ｡)」とする。 

（電磁的記録による縦覧等） 
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第５条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等によ

り行うことが規定されているもの（申請等に基づくものを除く｡)については、

当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、当該書面等に

係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行う

ことができる。 

２ 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等につ

いては、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたも

のとみなして、当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用す

る。 

（電磁的記録による作成等） 

第６条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等によ

り行うことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわら

ず、規則等で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うこ

とができる。 

２ 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他

の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その

他の当該作成等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をするこ

とが規定されているものを第１項の電磁的記録により行う場合には、当該署名

等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする

措置であって規則等で定めるものをもって代えることができる。 

（適用除外） 

第７条 次の各号に掲げる手続等については、当該各号に定める規定は、適用し

ない。 

(1) 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確
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認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に

備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適

当でないものとして規則等で定めるもの 第３条から前条までの規定 

(2) 申請等及び処分通知等のうち当該申請等又は処分通知等に関する他の条

例等の規定において電子情報処理組織を使用する方法により行うことが規定

されているもの（第３条第１項又は第４条第１項の規定に基づき行うことが

規定されているものを除く｡) 第３条及び第４条の規定 

(3) 縦覧等及び作成等のうち当該縦覧等又は作成等に関する他の条例等の規

定において情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているも

の（第５条第１項又は前条第１項の規定に基づき行うことが規定されている

ものを除く｡) 第５条及び前条の規定 

（添付書面等の省略） 

第８条 申請等をする者に係る住民票の写し、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は

抄本、登記事項証明書その他の規則等で定める書面等であって当該申請等に関

する他の条例等において当該申請等に際し添付することが規定されているもの

については、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関等が、当該申請等をす

る者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置で

あって当該書面等の区分に応じ規則等で定めるものにより、直接に、又は電子

情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手

し、又は参照することができる場合には、添付を要しないこととすることがで

きる。 

（情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表） 

第９条 市長は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる市の

機関等に係る申請等及び処分通知等その他のこの条例の規定による情報通信技
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術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他

の方法により公表するものとする。 

（委任） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（生駒市行政手続条例の一部改正） 

２ 生駒市行政手続条例（平成９年３月生駒市条例第２号）の一部を次のように

改正する。 

第８条第１項ただし書中「添付書類」の次に「その他の申請の内容」を加え

る。 

第３３条第４項第２号中「含む｡)」の次に「又は電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう｡)」を加

える。 
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議案第 13 号 

 

生駒市監査委員条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和６年３月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市監査委員条例等の一部を改正する条例 

（生駒市監査委員条例の一部改正） 

第１条 生駒市監査委員条例（平成３年７月生駒市条例第２２号）の一部を次の

ように改正する。 

第１２条中「第２４３条の２の２第３項」を「第２４３条の２の８第３項」

に改める。 

（生駒市下水道事業の設置等に関する条例等の一部改正） 

第２条 次に掲げる条例の規定中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条

の２の８第８項」に改める。 

(1) 生駒市下水道事業の設置等に関する条例（令和元年１２月生駒市条例

第３２号）第５条 

(2) 生駒市水道事業の設置等に関する条例（昭和４３年２月生駒市条例第

１号）第５条 

(3) 生駒市病院事業の設置等に関する条例（平成２１年６月生駒市条例第

２３号）第６条 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第 14 号 

 

生駒市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

  

上記の議案を提出する。 

 

令和６年３月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市職員定数条例の一部を改正する条例 

生駒市職員定数条例（昭和４２年４月生駒市条例第４号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第１項の表中「５３５人」を「５６０人」に、「１６９人」を「１４４

人」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第 15 号 

 

生駒市ハラスメントの防止等に関する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和６年３月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市ハラスメントの防止等に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、ハラスメントの防止及びハラスメントに関する相談（以下

「ハラスメント相談」という｡)が行われた場合の対応（以下「ハラスメントの

防止等」という｡)を適切に行うことにより、職員が個人としての尊厳を尊重さ

れ、快適に働くことのできる勤務環境を確立することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 職員 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第２項に規定

する一般職に属する職員であって、本市に勤務するものをいう。 

(2) 市長等 市長、副市長及び教育長並びに生駒市の特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年１１月生駒市条例第１

２号）に規定する特別職の職員をいう。 

(3) 議員 本市議会の議員をいう。 

(4) ハラスメント パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊

娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びその他の職員に精神的若
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しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤

務環境を害することとなるようなものをいう。 

(5) パワーハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われ

る、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しく

は身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環

境を害することとなるようなものをいう。 

(6) セクシュアルハラスメント 職員を不快にさせる性的な言動をいう。 

(7) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠、出産、育児若

しくは介護に関する言動又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若

しくは措置の利用に関する言動により職員の勤務環境を害することをいう。 

（適用範囲） 

第３条 この条例は、職員に対する市長等、議員又は他の職員からのハラスメン

トについて適用する。 

（ハラスメントの禁止） 

第４条 市長等、議員及び職員は、ハラスメントをしてはならない。 

（市長の責務） 

第５条 市長は、ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行う

とともに、任命権者がハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調

整及び助言に当たらなければならない。 

２ 市長は、ハラスメントの防止等のために必要な研修を実施する等職員の意識

の啓発及び知識の向上を図らなければならない。 

（任命権者の責務） 

第６条 任命権者は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保

するため、ハラスメントの防止等に関し、必要な措置を適切に講じなければな

らない。 

２ 任命権者は、ハラスメント相談を行った職員その他ハラスメント相談に関係
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する職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならな

い。 

（職員の責務） 

第７条 職員は、ハラスメントについての理解を深め、自らの言動に必要な注意

を払うとともに、ハラスメントの防止に努めなければならない。 

２ 管理又は監督の地位にある職員は、ハラスメントに関する問題が職場に生じ

ていないか、又はそのおそれがないかに注意して、良好な勤務環境を確保する

よう努めなければならない。 

（ハラスメントに関する指針） 

第８条 市長は、ハラスメントを防止し、ハラスメントに関する問題を解決する

ために認識すべき事項について、指針を定めるものとする。 

２ 市長等及び職員は、前項の指針を十分認識して行動するよう努めなければな

らない。 

（相談窓口の設置） 

第９条 市長は、職員からのハラスメント相談に対応するため、ハラスメント相

談を受ける窓口（以下「相談窓口」という｡)を設置する。 

２ 相談窓口は、ハラスメント相談を行った職員の主張の聴取その他ハラスメン

ト相談の解決に向けた調整を行うものとする。 

（ハラスメント認定に係る調査） 

第１０条 相談窓口にハラスメント相談を行った職員は、ハラスメント相談の内

容がハラスメントに該当するかどうかの認定（以下「ハラスメント認定」とい

う｡)についての調査を市長に申し出ることができる。 

２ 市長は、前項の規定による申出があったときは、速やかにハラスメント認定

についての調査を行うものとする。 

（相談窓口等の委託） 

第１１条 市長は、相談窓口及びハラスメント認定についての調査に係る業務を
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ハラスメントに関する専門的知識を有する者に委託することができる。 

（ハラスメント審査委員会） 

第１２条 ハラスメント認定について、市長の諮問に応じて調査審議するため、

生駒市ハラスメント審査委員会（以下「委員会」という｡)を置く。 

２ 委員会は、委員５人以内をもって組織する。 

３ 委員は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任されることを妨げない。 

５ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規

則で定める。 

（プライバシーの保護） 

第１３条 ハラスメント相談に関係する全ての者は、ハラスメントの当事者及び

関係者のプライバシーに十分配慮し、その際に知り得た秘密を漏らしてはなら

ない。その職を退いた後も同様とする。 

（委任） 

第１４条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第 16 号 

 

生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和６年３月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 生駒市国民健康保険税条例（平成１２年３月生駒市条例第７号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条第３項ただし書中「２０万円」を「２２万円」に改める。 

 第３条第１項中「１００分の７．４」を「１００分の７．６４」に改める。 

 第４条中「２６，６００円」を「２７，６００円」に改める。 

 第５条第１号中「２４，５００円」を「２０，０００円」に改め、同条第２号

中「１２，２５０円」を「１０，０００円」に改め、同条第３号中「１８，３７

５円」を「１５，０００円」に改める。 

 第６条中「１００分の３．０」を「１００分の３．２７」に改める。 

 第７条中「１０，２００円」を「１１，５００円」に改める。 

 第８条第１号中「８，２００円」を「８，４００円」に改め、同条第２号中「

４，１００円」を「４，２００円」に改め、同条第３号中「６，１５０円」を「

６，３００円」に改める。 

 第９条中「１００分の３．０」を「１００分の３．０３」に改める。 

 第１０条中「１７，８００円」を「１６，９００円」に改める。 
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 第２３条第１項中「２０万円」を「２２万円」に改め、同項第１号ア中「１８

，６２０円」を「１９，３２０円」に改め、同号イ（ア）中「１７，１５０円」

を「１４，０００円」に改め、同号イ（イ）中「８，５７５円」を「７，０００

円」に改め、同号イ（ウ）中「１２，８６３円」を「１０，５００円」に改め、

同号ウ中「７，１４０円」を「８，０５０円」に改め、同号エ（ア）中「５，７

４０円」を「５，８８０円」に改め、同号エ（イ）中「２，８７０円」を「２，

９４０円」に改め、同号エ（ウ）中「４，３０５円」を「４，４１０円」に改

め、同号オ中「１２，４６０円」を「１１，８３０円」に改め、同項第２号ア中

「１３，３００円」を「１３，８００円」に改め、同号イ（ア）中「１２，２５

０円」を「１０，０００円」に改め、同号イ（イ）中「６，１２５円」を「５，

０００円」に改め、同号イ（ウ）中「９，１８８円」を「７，５００円」に改

め、同号ウ中「５，１００円」を「５，７５０円」に改め、同号エ（ア）中「４

，１００円」を「４，２００円」に改め、同号エ（イ）中「２，０５０円」を「

２，１００円」に改め、同号エ（ウ）中「３，０７５円」を「３，１５０円」に

改め、同号オ中「８，９００円」を「８，４５０円」に改め、同項第３号ア中「

５，３２０円」を「５，５２０円」に改め、同号イ（ア）中「４，９００円」を

「４，０００円」に改め、同号イ（イ）中「２，４５０円」を「２，０００円」

に改め、同号イ（ウ）中「３，６７５円」を「３，０００円」に改め、同号ウ中

「２，０４０円」を「２，３００円」に改め、同号エ（ア）中「１，６４０円」

を「１，６８０円」に改め、同号エ（イ）中「８２０円」を「８４０円」に改

め、同号エ（ウ）中「１，２３０円」を「１，２６０円」に改め、同号オ中「３

，５６０円」を「３，３８０円」に改め、同条第２項第１号ア中「３，９９０円

」を「４，１４０円」に改め、同号イ中「６，６５０円」を「６，９００円」に

改め、同号ウ中「１０，６４０円」を「１１，０４０円」に改め、同号エ中「１

３，３００円」を「１３，８００円」に改め、同項第２号ア中「１，５３０円」
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を「１，７２５円」に改め、同号イ中「２，５５０円」を「２，８７５円」に改

め、同号ウ中「４，０８０円」を「４，６００円」に改め、同号エ中「５，１０

０円」を「５，７５０円」に改める。 

 第２６条第３項中「納期限」を「別に定める期日」に改め、同項ただし書を削

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の生駒市国民健康保険税条例の規定は、令和６年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保険税について

は、なお従前の例による。 
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議案第 17 号 

 

生駒市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

  

上記の議案を提出する。 

 

令和６年３月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市手数料条例の一部を改正する条例 

 生駒市手数料条例（平成１２年３月生駒市条例第８号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第３の２の項の(2)中「１，１８０，０００円」を「１，４５０，０００

円」に、「１，４１０，０００円」を「１，７２０，０００円」に、「１，５９

０，０００円」を「１，９２０，０００円」に、「１，９５０，０００円」を「

２，３６０，０００円」に、「２，２７０，０００円」を「２，７４０，０００

円」に、「４，５５０，０００円」を「５，６４０，０００円」に、「５，８２

０，０００円」を「７，２４０，０００円」に、「７，０７０，０００円」を「

８，７９０，０００円」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第 18 号 

 

生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和６年３月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例 

生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年１２月生駒市条例第４２号）の一部を次のように改正する。 

第２３条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条中「掲示しなければ」を「掲

示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接

受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをい

い、放送又は有線放送に該当するものを除く｡)により公衆の閲覧に供しなければ

」に改める。 

第５３条第１項中「特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特定子ど

も・子育て支援提供者（以下この条において「特定教育・保育施設等」という｡)

」を「特定教育・保育施設等」に改め、同条第２項第２号中「磁気ディスク、シ

ー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して

おくことができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう｡)

」に改める。 
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附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２３条の改正規定は、令和６

年４月１日から施行する。 
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議案第 19 号 

 

生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

  

上記の議案を提出する。 

 

令和６年３月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する

条例の一部を改正する条例 

生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

（令和元年８月生駒市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

別表中「（４，５００）」、「（４，４００）」、「（５，２５０）」、「（

５，１５０）」、「（６，０００）」、「（５，８５０）」、「（７，０００）

」、「（６，８５０）」、「（８，０００）」、「（７，８５０）」、「（９，

２５０）」、「（９，０５０）」、「（１０，５００）」、「（１０，３００）

」、「（１２，５５０）」、「（１２，３００）」、「（１４，１５０）」、「

（１３，９００）」、「（１５，４５０）」、「（１５，１５０）」、「（１６

，８００）」、「（１６，５００）」、「（１８，２００）」、「（１７，８５

０）」、「（１９，５００）」、「（１９，１５０）」、「（２１，２００）

」、「（２０，８００）」、「（２２，８５０）」、「（２２，４５０）」、「

（２４，６５０）」、「（２４，２００）」、「（３０，８００）」、「（３０

，２５０）」、「（３４，０００）」及び「（３３，４００）」を削り、同表備
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考第７項を削り、同表備考第８項中「前項の規定にかかわらず､｣を削り、「括弧

内の」を「額に２分の１を乗じて得た」に改め、同項を同表備考第７項とし、同

項の次に次の１項を加える。 

８ 前項の規定にかかわらず、特定被監護者等（令第１４条に規定する特定

被監護者等をいう。以下同じ｡)が２人以上いる場合におけるこの表の適用

については、満３歳未満保育認定子どもの利用者負担額は、最年長の特定

被監護者等から順に２人目以降は０円とする。 

別表備考第９項を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、令和６年４月分の利用者負担額から適用し、同年３

月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。 
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議案第 20 号 

 

生駒市子ども医療費助成条例等の一部を改正する条例の制定につい

て 

  

上記の議案を提出する。 

 

令和６年３月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市子ども医療費助成条例等の一部を改正する条例 

（生駒市子ども医療費助成条例の一部改正） 

第１条 生駒市子ども医療費助成条例（昭和４８年１０月生駒市条例第２７号）

の一部を次のように改正する。 

第３条の２第２項中「医療費の助成の対象となる子どもが出生の日から６歳

に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者である場合において､｣を

削り、「社会保険診療報酬支払基金奈良支部」を「社会保険診療報酬支払基金

」に改める。 

（生駒市ひとり親家庭等医療費助成条例及び生駒市心身障害者医療費助成条例

の一部改正） 

第２条 次に掲げる条例の規定中「６歳」を「１８歳」に、「社会保険診療報酬

支払基金奈良支部」を「社会保険診療報酬支払基金」に改める。 

(1) 生駒市ひとり親家庭等医療費助成条例（昭和５３年９月生駒市条例第３

１号）第３条の２第２項 

(2) 生駒市心身障害者医療費助成条例（昭和４７年３月生駒市条例第２号）
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第３条の２第２項 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の生駒市子ども医療費助成条例の規定並びに第２

条の規定による改正後の生駒市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定及び改正

後の生駒市心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行

われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る

医療費の助成については、なお従前の例による。 
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議案第 21 号 

 

生駒市自転車駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

  

上記の議案を提出する。 

 

令和６年３月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市自転車駐車場条例の一部を改正する条例 

第１条 生駒市自転車駐車場条例（昭和５８年１２月生駒市条例第２９号）の一

部を次のように改正する。 

第２条の表に次のように加える。 

谷田第３自転車駐車場 生駒市谷田町３８１番地１ 

第３条中「原動機付自転車」の次に「（谷田第３自転車駐車場を除く｡)」を

加え、「自動二輪車」を「普通自動二輪車（側車付きのものを除く。以下同

じ｡)（谷田第３自転車駐車場を除く｡)」に改める。 

第６条中「別表に掲げる」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 利用料金は、別表のとおりとする。ただし、谷田第３自転車駐車場に係る

利用料金は、同表に定める金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認

を得て定めるものとする。 

別表の１の表中備考以外の部分を次のように改める。 

１ 一時利用料金 

駐車場の名称 自転車等の種類 単位 金額 

生 駒 駅 前 自 転 車 自転車 1 日 1 回 70 円 
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別表の２の表中「自動二輪車」を「普通自動二輪車」に改め、同表に次のよ

うに加える。 

谷 田 第

3 自 転

車 駐 車

場 

自転車 2,070

円

 

5,590

円

2,430

円 

6,560

円 

2,300

円

6,210

円

2,700

円

7,290

円 

第２条 生駒市自転車駐車場条例の一部を次のように改正する。 

第２条の表中 

「 

「 

改める。 

第３条を次のように改める。 

（駐車できる自転車等の種類） 

第３条 駐車場に駐車できる自転車等の種類は、次の各号に掲げる駐車場の区

分に応じ、当該各号に定める自転車等とする。 

(1) 生駒駅前自転車駐車場、生駒駅北自転車駐車場、生駒駅南自転車駐車

場及び谷田第２自転車駐車場 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）

第２条第１項第１０号に規定する原動機付自転車（以下「原動機付自転車

駐 車 場 、 生 駒 駅

前第 2 自転車駐

車 場 及 び 生 駒 駅

南自転車駐車場 

原動機付自転車

及び普通自動二

輪車 

排気量 90cc 以下のもの 1 日 1 回 100 円 

排気量 90cc を超えるもの 1 日 1 回 130 円 

谷田第 3 自転車

駐車場 

自転車 24 時間ま

でごと 

150 円 

生駒駅南自転車駐車場 生駒市山崎新町１４４番地４５ 

生駒駅北自転車駐車場 生駒市谷田町３８０番地１ 

生駒駅南自転車駐車場 生駒市山崎新町１４４番地４５ 

谷田自転車駐車場 生駒市東新町３７６番地２ 

谷田第２自転車駐車場 生駒市谷田町７４８番地１ 

 

」 

」 

を 

に 
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」という｡)及び同項第１１号の２に規定する自転車（以下「自転車」とい

う｡) 

(2) 生駒駅前第２自転車駐車場 原動機付自転車及び道路交通法施行規則

（昭和３５年総理府令第６０号）第２条の表に規定する普通自動二輪車（

側車付きのものを除く。以下「普通自動二輪車」という｡) 

(3) 谷田自転車駐車場 原動機付自転車、自転車及び普通自動二輪車（排

気量１２５ｃｃ以下のものに限る｡) 

(4) 谷田第３自転車駐車場 自転車 

第６条第２項中「のとおり」を「に定める金額の範囲内において、指定管理

者が市長の承認を得て定めるもの」に改め、同項ただし書を削る。 

別表の１の表中備考以外の部分を次のように改める。 

１ 一時利用料金 

別表の２の表中備考以外の部分を次のように改める。 

２ 定期利用料金 

自転車等の種類 

市内在住者 市外在住者 

学生 一般 学生 一般 

1月 3月 1月 3月 1月 3月 1月 3月 

自転車 2,070

円 

5,590

円

2,430

円 

6,560

円 

2,300

円

6,210

円 

2,700

円

7,290

円

原動機付自転車 2,450

円

6,620

円

2,880

円

7,780

円 

2,720

円

7,340

円 

3,200

円

8,640

円

普 通 自 動

二輪車 

排気量 125

c c 以 下 の

もの 

3,060

円

8,260

円

3,600

円

9,720

円 

3,400

円

9,180

円 

4,000

円

10,800

円

排気量 125

c c を 超 え

るもの 

4,900

円

13,230

円

5,760

円

15,550

円 

5,440

円

14,690

円 

6,400

円

17,280

円

自転車等の種類 24 時間までごとにつき 

自転車 150 円 

原動機付自転車 200 円 

普通自動二輪車 排気量 125cc 以下のもの 250 円 

排気量 125cc を超えるもの 400 円 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例中第１条及び次項の規定は公布の日から起算して１０月を超えない

範囲内において規則で定める日から、第２条及び附則第３項の規定は令和７年

４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の生駒市自転車駐車場条例の規定は、同条の規定

の施行の日以後に徴収する利用料金（生駒市自転車駐車場条例第６条第１項に

規定する利用料金をいう。次項において同じ｡)について適用し、同日前に徴収

する利用料金（第１条の規定による改正前の生駒市自転車駐車場条例第６条に

規定する利用料金をいう｡)については、なお従前の例による。 

３ 第２条の規定による改正後の生駒市自転車駐車場条例の規定は、令和７年４

月１日以後に徴収する利用料金について適用し、同日前に徴収する利用料金に

ついては、なお従前の例による。 
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議案第 22 号 

 

生駒市自動車駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

  

上記の議案を提出する。 

 

令和６年３月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市自動車駐車場条例の一部を改正する条例 

生駒市自動車駐車場条例（平成１９年３月生駒市条例第１３号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条中「道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号）第２条の表に

規定する普通自動車」を「次の各号に掲げる駐車場の区分に応じ、当該各号に定

める自動車」に改め、同条に次の各号を加える。 

(1) 生駒駅南自動車駐車場及び生駒駅北地下自動車駐車場 道路交通法施行

規則（昭和３５年総理府令第６０号）第２条の表に規定する普通自動車（以

下「普通自動車」という｡) 

(2) ベルテラスいこま自動車駐車場 普通自動車、道路交通法施行規則第２

条の表に規定する大型自動二輪車（側車付きのものを除く。以下「大型自動

二輪車」という｡)及び普通自動二輪車（側車付きのものを除く。以下「普通

自動二輪車」という｡) 

別表の備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第８条関係） 
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自動車の種類 単位 金額 

普通自動車 最初の1時間まで 310円 

最初の1時間を超え、

30分までごと 

100円 

大型自動二輪車 24時間までごと 400円 

普通自動二輪車 排気量125cc以下の

もの 

24時間までごと 250円 

排気量125ccを超え

るもの 

24時間までごと 400円 

附 則 

この条例は、公布の日から起算して１０月を超えない範囲内において規則で定

める日から施行する。 

-63-



議案第 23 号 

 

生駒市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

  

上記の議案を提出する。 

 

令和６年３月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市介護保険条例の一部を改正する条例 

 生駒市介護保険条例（平成１２年３月生駒市条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第６章を第７章とし、第５章を第６章とし、第４章を第５章とする。 

 第４条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８

年度まで」に改め、同項第１号中「３１，８００円」を「３０，５７０円」に改

め、同項第２号中「４１，３４０円」を「３９，３１０円」に改め、同項第３号

中「４７，７００円」を「４６，３６０円」に改め、同項第４号中「５７，２４

０円」を「６０，４８０円」に改め、同項第５号中「６３，６００円」を「６７

，２００円」に改め、同項第６号中「７６，３２０円」を「８０，６４０円」に

改め、同号イ中「又は第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号イ、第１５号

イ、第１６号イ又は第１７号イ」に改め、同項第７号中「８２，６８０円」を「

８７，３６０円」に改め、同号イ中「又は第１３号イ」を「、第１３号イ、第１

４号イ、第１５号イ、第１６号イ又は第１７号イ」に改め、同項第８号中「９５

，４００円」を「１００，８００円」に改め、同号イ中「又は第１３号イ」を

「、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ、第１６号イ又は第１７号イ」に改
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め、同項第９号中「１０１，７６０円」を「１１４，２４０円」に改め、同号ア

中「４００万円」を「４２０万円」に改め、同号イ中「又は第１３号イ」を「、

第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ、第１６号イ又は第１７号イ」に改め、同

項第１４号中「１５２，６４０円」を「１８８，１６０円」に改め、同号を同項

第１８号とし、同項第１３号中「１３９，９２０円」を「１６８，０００円」に

改め、同号イ中「部分を除く｡)」の次に「、次号イ又は第１７号イ」を加え、同

号を同項第１５号とし、同号の次に次の２号を加える。 

 (16) 次のいずれかに該当する者 １７４，７２０円 

  ア 合計所得金額が１，４００万円未満である者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く｡)又は次号イに該当する者を除

く｡） 

 (17) 次のいずれかに該当する者 １８１，４４０円 

  ア 合計所得金額が１，６００万円未満である者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く｡)に該当する者を除く｡) 

 第４条第１項第１２号中「１２７，２００円」を「１６１，２８０円」に改

め、同号イ中「又は次号イ」を「、次号イ、第１６号イ又は第１７号イ」に改

め、同号を同項第１４号とし、同項第１１号中「１１７，６６０円」を「１５４

，５６０円」に改め、同号イ中「又は第１３号イ」を「、第１５号イ、第１６号

イ又は第１７号イ」に改め、同号を同項第１３号とし、同項第１０号中「１１１
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，３００円」を「１４１，１２０円」に改め、同号ア中「６００万円」を「６２

０万円」に改め、同号イ中「、第１２号イ又は第１３号イ」を「、第１３号イ、

第１４号イ、第１５号イ、第１６号イ又は第１７号イ」に改め、同号を同項第１

１号とし、同号の次に次の１号を加える。 

 (12) 次のいずれかに該当する者 １４７，８４０円 

  ア 合計所得金額が７２０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く｡)、次号イ、第１４号イ、第１

５号イ、第１６号イ又は第１７号イに該当する者を除く｡) 

 第４条第１項第９号の次に次の１号を加える。 

 (10) 次のいずれかに該当する者 １２７，６８０円 

  ア 合計所得金額が５２０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く｡)、次号イ、第１２号イ、第１

３号イ、第１４号イ、第１５号イ、第１６号イ又は第１７号イに該当する

者を除く｡) 

 第４条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８

年度まで」に、「１９，０８０円」を「１９，１５０円」に改め、同条第３項中

「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「

１９，０８０円」を「１９，１５０円」に、「２５，４４０円」を「２５，８７

０円」に改め、同条第４項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度
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から令和８年度まで」に、「１９，０８０円」を「１９，１５０円」に、「４４

，５２０円」を「４６，０３０円」に改める。 

 第６条第３項中「又は第９号ロ」を「、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ、

第１２号ロ又は第１３号ロ」に、「第９号まで」を「第１３号まで」に改める。 

 第９条第１項中「介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という｡)

」を「法」に改める。 

 第３章を第４章とし、第２章の次に次の１章を加える。 

   第３章 保健福祉事業 

 （保健福祉事業） 

第３条の２ 本市は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

う｡)第１１５条の４９の規定により、要介護被保険者を現に介護する者の支援

のために介護用品を支給する事業を行う。 

第３条の３ 前条に規定する事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の生駒市介護保険条例の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料に

ついて適用し、令和５年度分までの保険料については、なお従前の例による。 
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議案第 24 号 

 

生駒市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を

定める条例等の一部を改正する条例の制定について 

  

上記の議案を提出する。 

 

令和６年３月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める

条例等の一部を改正する条例 

（生駒市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条

例の一部改正） 

第１条 生駒市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定め

る条例（平成３０年３月生駒市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

第２条第４項中「地域包括支援センター」の次に「（以下「地域包括支援セ

ンター」という｡)」を加える。 

第４条第２項中「利用者の数が３５」を「利用者の数（当該指定居宅介護支

援事業者が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第１１５条の

２３第３項の規定により地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支

援事業者から委託を受けて、当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予

防支援（法第５８条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。以下この項及

び第１５条第３０号において同じ｡)を行う場合にあっては、当該事業所におけ

る指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予防支援の利
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用者の数に３分の１を乗じた数を加えた数。次項において同じ｡)が４４」に改

め、同条に次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人国民

健康保険中央会（昭和３４年１月１日に社団法人国民健康保険中央会という

名称で設立された法人をいう｡)が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業

者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅

サービス計画の情報の共有等のための情報処理システムを利用し、かつ、事

務職員を配置している場合における第１項に規定する員数の基準は、利用者

の数が４９又はその端数を増すごとに１とする。 

第５条第３項第２号中「同一敷地内にある」を削る。 

第６条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」を加

え、「、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サー

ビス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通

所介護（以下この項において「訪問介護等」という｡)がそれぞれ位置付けられ

た居宅サービス計画の数が占める割合、前６月間に当該指定居宅介護支援事業

所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回

数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者

によって提供されたものが占める割合」を削り、同条第８項を同条第９項と

し、同条第７項各号列記以外の部分中「第４項」を「第５項」に改め、同項第

１号中「第４項各号」を「第５項各号」に改め、同項を同条第８項とし、同条

第６項中「第４項第１号」を「第５項第１号」に改め、同項を同条第７項と

し、同条第５項を同条第６項とし、同条第４項中「第７項」を「第８項」に改

め、同項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる

方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録

媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す
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ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。第３３条第１項において同じ｡)に係る記録媒体をい

う｡)」に改め、同項を同条第５項とし、同条中第３項を第４項とし、第２項の

次に次の１項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あら

かじめ、利用者又はその家族に対し、前６月間に当該指定居宅介護支援事業

所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介

護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項において「訪問介護

等」という｡)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合

及び前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービ

ス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サー

ビス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占

める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。 

 第１５条第２号の次に次の２号を加える。 

(2)の2 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という｡)を

行ってはならない。 

(2)の3 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。 

第１５条第１４号中「主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師」を「主治の

医師等又は薬剤師」に改め、同条第１５号ア中「、利用者の居宅を訪問し」を

削り、同号中イをウとし、アの次に次のように加える。 

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこ
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と。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも２月に

１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅

を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面

接することができるものとする。 

（ア） テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書に

より利用者の同意を得ていること。 

（イ） サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治

の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 

  a 利用者の心身の状況が安定していること。 

  b 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことがで

きること。 

  c 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリング

では把握できない情報について、担当者から提供を受けるこ

と。 

第１５条第３０号中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センター

の設置者である指定介護予防支援事業者」に改める。 

第２４条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事

項」という｡)」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」

に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載

しなければならない。 

第３１条第２項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同

号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 
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(3) 第１５条第２号の３の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第３３条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう｡)」を削る。 

（生駒市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一

部改正） 

第２条 生駒市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

（平成２６年１２月生駒市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者で

ある指定介護予防支援事業者」に改め、「（以下「指定介護予防支援事業所」

という｡)」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定に係

る事業所ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の

介護支援専門員を置かなければならない。 

第５条第１項中「指定介護予防支援事業所」を「当該指定に係る事業所（以

下「指定介護予防支援事業所」という｡)」に改め、同条第２項中「前項に規定

する」を「地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者が前

項の規定により置く」に改め、同条に次の２項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第１項の規定に

より置く管理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号)第

１４０条の６６第１号イ（３）に規定する主任介護支援専門員（以下この項

において「主任介護支援専門員」という｡)でなければならない。ただし、主
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任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合

については、介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く｡)を第１項に規定

する管理者とすることができる。 

４ 前項の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただ

し、次に掲げる場合は、この限りでない。 

(1) 管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門員の職

務に従事する場合 

(2) 管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定介護予

防支援事業所の管理に支障がない場合に限る｡) 

第６条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」を加

え、同条第３項中「担当職員」の次に「（指定居宅介護支援事業者である指定

介護予防支援事業者の場合にあっては介護支援専門員。以下この章及び次章に

おいて同じ｡)」を加え、同条第４項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・

ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことが

できる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電

子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第３５条第１項において

同じ｡)に係る記録媒体をいう｡)」に改める。 

第１２条に次の２項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項の利用料

のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問

して指定介護予防支援を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者

から受けることができる。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項に規定す

る費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はそ
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の家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の

同意を得なければならない。 

 第１３条中「前条」を「前条第１項」に改める。 

第１４条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者

である指定介護予防支援事業者」に改め、同条第４号中「規定」の次に「（第

３２条第２９号及び第３０号の規定を除く｡)」を加える。 

第２３条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事

項」という｡)」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」

に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載

しなければならない。 

第３０条第２項第２号エ中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項

第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、

同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号と

し、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４

号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 第３２条第２号の３の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制

限する行為（同条第２号の２及び第２号の３において「身体的拘束等」と

いう。)の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由の記録 

第３２条第２号の次に次の２号を加える。 

(2)の2 指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならない。 

(2)の3 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の
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利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。 

第３２条第１６号ア中「及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者

の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し」を削り、同号ウ

を同号オとし、同号イ中「月」の次に「（イただし書の規定によりテレビ電話

装置等を活用して利用者に面接する月を除く｡)」を加え、同号イを同号エと

し、同号アの次に次のように加える。 

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこ

と。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、サービスの提供を

開始する月の翌月から起算して３月ごとの期間（以下この号において単

に「期間」という｡)について、少なくとも連続する２期間に１回、利用

者の居宅を訪問し、面接するときは、利用者の居宅を訪問しない期間に

おいて、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができ

る。 

（ア） テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書に

より利用者の同意を得ていること。 

（イ） サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治

の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 

 a 利用者の心身の状況が安定していること。 

 b 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことがで

きること。 

 c 担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把

握できない情報について、担当者から提供を受けること。 

ウ サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化があ

ったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 
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第３２条に次の２号を加える。 

(29) 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、法第１１

５条の３０の２第１項の規定により市長から情報の提供を求められた場合

には、その求めに応じなければならない。 

(30) 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前各号に

掲げるもののほか、研修の受講、地域包括支援センターと連携したアセス

メントの実施その他の適切な指定介護予防支援の提供及び地域包括支援セ

ンターとの効果的な連携のために行うべきものとして市長が別に定める事

項を遵守しなければならない。 

第３５条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう｡)」を削る。 

（生駒市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例の一部改正） 

第３条 生駒市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例（平成２４年１２月生駒市条例第５３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第６条第５項第５号中「第６５条」を「第６５条第１項」に改め、同項中第

１１号を削り、第１２号を第１１号とし、同条第６項ただし書中「当該定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所」を「当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所」に、「同一施設内」を「同一敷地内」に改める。 

第７条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第９条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに

準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁

的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
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認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。第２０３条第１項において同じ｡)に係る記録

媒体をいう｡)」に改める。 

第２４条中第９号を第１１号とし、第８号を第１０号とし、第７号の次に次

の２号を加える。 

(8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、当該利

用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的

拘束等」という｡)を行ってはならない。 

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。 

第３４条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事

項」という｡)」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」

に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項

をウェブサイトに掲載しなければならない。 

第４２条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第

４号中「第２６条第１１項」を「第２６条第１０項」に改め、同項第７号中「

に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第８号とし、同項第６号

中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第７号とし、同項第

５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同

項第４号の次に次の１号を加える。 

(5) 第２４条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 
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第４７条第３項ただし書中「当該夜間対応型訪問介護事業所」を「当該指定

夜間対応型訪問介護事業所」に改め、同条第４項中第１１号を削り、第１２号

を第１１号とし、同条第５項ただし書及び第６項中「当該夜間対応型訪問介護

事業所」を「当該指定夜間対応型訪問介護事業所」に改める。 

第４８条ただし書中「同一敷地内の」を削る。 

第５１条中第７号を第９号とし、第６号を第８号とし、第５号を第７号と

し、第４号の次に次の２号を加える。 

(5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束等を行ってはならない。 

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。 

第５８条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第

５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同

項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号と

し、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４

号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 第５１条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第５９条の４ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第５９条の９中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次に次

の２号を加える。 

(5) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体
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的拘束等を行ってはならない。 

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。 

第５９条の１９第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第７号と

し、同項第５号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定に

よる」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規

定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加え

る。 

(3) 第５９条の９第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第５９条の２０の３中「同項第３号」を「同項第４号」に、「同項第４号」

を「同項第５号」に改める。 

第５９条の２４第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第５９条の３０中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第５

号とし、第２号の次に次の２号を加える。 

(3) 指定療養通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束

等を行ってはならない。 

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。 

第５９条の３７第２項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第７号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第８号と
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し、同項第６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定に

よる」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規

定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号の次に次の１号を加え

る。 

(4) 第５９条の３０第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第６２条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第６５条第２項中「介護保険施設をいう。以下同じ｡)若しくは」の次に「健

康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）第２６条の規定

による改正前の法第４８条第１項第３号に規定する」を加える。 

第６６条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第７０条中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次に次の２

号を加える。 

(5) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身

体的拘束等を行ってはならない。 

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。 

第７１条第１項中「及び次条」を削る。 

第７９条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第

６号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第７号とし、同

項第５号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 
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(3) 第７０条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第８２条第６項の表中「、指定介護療養型医療施設（医療法（昭和２３年法

律第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する診療所である

ものに限る｡)」を削る。 

第８３条第１項ただし書中「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設

する前条第６項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる

施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務、同

一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務（当該指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、

指定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、一体的な運

営を行っている場合には、これらの事業に係る職務を含む｡)若しくは法第１１

５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（同項第１号ニ

に規定する第１号介護予防支援事業を除く｡)」を「他の事業所、施設等の職務

」に改め、同条第３項中「第１１２条」の次に「、第１９２条第３項」を加え

る。 

第９２条第５号中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「

身体的拘束等」という｡)」を「身体的拘束等」に改め、同条第６号中「身体的

拘束等」を「前号の身体的拘束等」に改め、同条中第８号を第９号とし、第７

号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

(7) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図る

ため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする｡)を３月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を
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図ること。 

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

ウ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。 

第１０６条の次に次の１条を加える。 

 （利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会の設置） 

第１０６条の２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他

の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員

の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする｡)を定期的に開催しなければならない。 

第１０７条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定

による」に改める。 

第１１１条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する

指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所」を削る。 

第１２１条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等

により」を削る。 

第１２５条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に次の

５項を加える。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機

関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるよ

うに努めなければならない。 
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(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応

を行う体制を、常時確保していること。 

(2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった

場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療機関

との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力

医療機関の名称等を、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定

を行った市長に届け出なければならない｡ 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に

規定する第２種協定指定医療機関（以下「第２種協定指定医療機関」とい

う｡)との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感

染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症

をいう。以下同じ｡)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければなら

ない。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第２種協定指定

医療機関である場合においては、当該第２種協定指定医療機関との間で、新

興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の

医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった

場合においては、再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに

入居させることができるように努めなければならない。 

第１２７条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定

による」に改める。 

第１２８条中「及び第１０４条」を「、第１０４条及び第１０６条の２」に
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改める。 

第１３０条第７項中第２号を削り、第３号を第２号とし、同条に次の１項を

加える。 

11 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第１項第２号アの規定

の適用については、当該規定中「１」とあるのは「０．９」とする。 

(1) 第１４９条において準用する第１０６条の２に規定する委員会におい

て、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図

るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当

該事項の実施を定期的に確認していること。 

ア 利用者の安全及びケアの質の確保 

イ 地域密着型特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮 

ウ 緊急時の体制整備 

エ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器（次号におい

て「介護機器」という｡）の定期的な点検 

オ 地域密着型特定施設従業者に対する研修 

(2) 介護機器を複数種類活用していること。 

(3) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図

るため、地域密着型特定施設従業者間の適切な役割分担を行っているこ

と。 

(4) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図

る取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われている

と認められること。 

第１３１条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第１４７条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協
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力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を

定めるように努めなければならない。 

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応

を行う体制を、常時確保していること。 

(2) 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求め

があった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以上、協力

医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するととも

に、協力医療機関の名称等を、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者に係る指定を行った市長に届け出なければならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第２種協定指定医療機

関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければ

ならない。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第２種

協定指定医療機関である場合においては、当該第２種協定指定医療機関との

間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関

その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能

となった場合においては、再び当該指定地域密着型特定施設に速やかに入居

させることができるように努めなければならない。 

第１４８条第２項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定

による」に改める。 

第１４９条中「及び第９９条」を「、第９９条及び第１０６条の２」に改め

る。 

第１５１条第８項第３号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は介護支援
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専門員（指定介護療養型医療施設の場合に限る｡)」を削る。 

第１５２条第１項第６号中「医療法」の次に「（昭和２３年法律第２０５号

）」を加える。 

第１６５条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、当該医

師及び当該協力医療機関」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力

を得て、１年に１回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要

に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。 

第１６６条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第１６７条第５号及び第６号中「に規定する」を「の規定による」に、「を

記録する」を「の記録を行う」に改め、同条第７号中「に規定する」を「の規

定による」に、「記録する」を「の記録を行う」に改める。 

第１７２条の見出しを「協力医療機関等」に改め、同条第１項中「入院治療

を必要とする入所者のために」を「入所者の病状の急変等に備えるため」に、

「協力病院」を「次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件

を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る｡)」に改め、同項に次のただし

書を加える。 

ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号

の要件を満たすこととしても差し支えない。 

第１７２条第１項に次の各号を加える。 

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応

を行う体制を、常時確保していること。 

(2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合

において診療を行う体制を、常時確保していること。 

(3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護老

-86-



人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行

い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制

を確保していること。 

第１７２条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、１年に１回以上、協力医療機関との

間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療

機関の名称等を、当該指定地域密着型介護老人福祉施設に係る指定を行った

市長に届け出なければならない｡ 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第２種協定指定医療機関との間で、

新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第２種協定指定医療

機関である場合においては、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感

染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療

機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合

においては、再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に速やかに入所させ

ることができるように努めなければならない。 

第１７６条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定

による」に改める。 

第１７７条中「及び第５９条の１７第１項から第４項まで」を「、第５９条

の１７第１項から第４項まで及び第１０６条の２」に改める。 

第１８７条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設

の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

第１８９条中「第４項まで」の次に「、第１０６条の２」を加える。 

-87-



第１９１条第７項中第４号を削り、第５号を第４号とする。 

第１９２条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは当該指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第７項各号に掲げる施設等

」を削る。 

第１９７条第１号中「療養上の管理の下で」を「当該利用者の居宅におい

て、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世

話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を」に改め、同条中

第１１号を第１２号とし、第７号から第１０号までを１号ずつ繰り下げ、第６

号の次に次の１号を加える。 

(7) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を

図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする｡)を３月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、看護小規模多機能型居宅介護従業者に

周知徹底を図ること。 

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

ウ 看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し、身体的拘束等の適正化の

ための研修を定期的に実施すること。 

第２０１条第２項第３号及び第６号から第９号までの規定中「に規定する」

を「の規定による」に改める。 

第２０２条中「及び第１０６条」を「、第１０６条及び第１０６条の２」に

改める。 

第２０３条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう｡)」を削る。 
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附則第３条中「附則第１６条」を「附則第５条」に改める。 

（生駒市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例の一部改正） 

第４条 生駒市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準等を定める条例（平成２４年１２月生駒市条例第５４号）の

一部を次のように改正する。 

第６条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第９条第２項中「指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正する

法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなお

その効力を有するものとされた同法第２６条の規定による改正前の法第４８条

第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。第４４条第６項にお

いて同じ｡)」を「健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３

号）第２６条の規定による改正前の法第４８条第１項第３号に規定する指定介

護療養型医療施設」に改める。 

第１０条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第１１条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これら

に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電

磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第９１条第１項において同じ｡)に係る記録

媒体をいう｡)」に改める。 

第３２条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事

項」という｡)」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」
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に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウ

ェブサイトに掲載しなければならない。 

第４０条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第

６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 第４２条第１１号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限

する行為（以下「身体的拘束等」という｡)の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第４２条第１４号中「第１２号」を「第１４号」に改め、同号を同条第１６

号とし、同条中第１０号から第１３号までを２号ずつ繰り下げ、第９号の次に

次の２号を加える。 

(10) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者

又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

(11) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。 

第４４条第６項の表中「、指定介護療養型医療施設（医療法（昭和２３年法

律第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する診療所である

ものに限る｡)」を削る。 

第４５条第１項ただし書中「当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所に併設する前条第６項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業
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所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる

施設等の職務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（

指定地域密着型サービス基準条例第６条第１項に規定する指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ｡)の職務（当該指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者（指定地域密着型サービス基準条例第６条第１項に規定する指定定期巡回

・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。以下同じ｡)が、指定夜間対応型訪問

介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第４７条第１項に規定する指定

夜間対応型訪問介護事業者をいう。以下同じ｡)、指定訪問介護事業者（指定居

宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令

第３７号。以下「指定居宅サービス等基準」という｡)第５条第１項に規定する

指定訪問介護事業者をいう。以下同じ｡)又は指定訪問看護事業者（指定居宅サ

ービス等基準第６０条第１項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同

じ｡)の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業

に係る職務を含む｡)若しくは法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・

日常生活支援総合事業（同項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除

く｡)」を「他の事業所、施設等の職務」に改める。 

第５３条第１項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「

身体的拘束等」という｡)」を「身体的拘束等」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を

図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする｡)を３月に１回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る
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こと。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。 

第６３条の次に次の１条を加える。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会の設置） 

第６３条の２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの

質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サー

ビスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（

テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする｡)を定期的に開催

しなければならない。 

第６４条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定に

よる」に改める。 

第７２条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する指

定小規模多機能型居宅介護事業所」を削る。 

第７９条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等に

より」を削る。 

第８３条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に次の５

項を加える。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協

力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を

定めるように努めなければならない。 
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(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応

を行う体制を、常時確保していること。 

(2) 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求め

があった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力

医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するととも

に、協力医療機関の名称等を、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者に係る指定を行った市長に届け出なければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第

１７項に規定する第２種協定指定医療機関（次項において「第２種協定指定

医療機関」という｡)との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型イン

フルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規

定する新感染症をいう。次項において同じ｡)の発生時等の対応を取り決める

ように努めなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第２種

協定指定医療機関である場合においては、当該第２種協定指定医療機関との

間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関

その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能

となった場合においては、再び当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所に速やかに入居させることができるように努めなければならない。 

第８５条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定に

よる」に改める。 

第８６条中「及び第６１条」を「、第６１条及び第６３条の２」に改める。 
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第９１条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう｡)」を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第１条中生駒市指定

居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第６条第４

項第２号及び第３３条第１項の改正規定、第２条中生駒市指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準等を定める条例第６条第４項第２号及び第３５条

第１項の改正規定､第３条中生駒市指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準等を定める条例第９条第２項第２号及び第２０３条第

１項の改正規定並びに第４条中生駒市指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第１１条第２項第２

号及び第９１条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。 

 （重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ 令和７年３月３１日までの間は、第１条の規定による改正後の生駒市指定居

宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新指

定居宅介護支援等基準条例」という｡)第２４条第３項（新指定居宅介護支援等

基準条例第３２条において準用する場合を含む｡)の規定の適用については、同

項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲

載しなければならない｡｣とあるのは「削除」と、第２条の規定による改正後の

生駒市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（以下
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「新指定介護予防支援等基準条例」という｡)第２３条第３項（新指定介護予防

支援等基準条例第３４条において準用する場合を含む｡)の規定の適用について

は、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイ

トに掲載しなければならない｡｣とあるのは「削除」と、第３条の規定による改

正後の生駒市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例（以下「新地域密着型サービス基準条例」という｡)第３４条

第３項（新地域密着型サービス基準条例第５９条、第５９条の２０、第５９条

の２０の３、第５９条の３８、第８０条、第１０８条、第１２８条、第１４９

条、第１７７条、第１８９条及び第２０２条において準用する場合を含む｡)の

規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない｡｣とあ

るのは「削除」と、第４条の規定による改正後の生駒市指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（

以下「新地域密着型介護予防サービス基準条例」という｡)第３２条第３項（新

地域密着型介護予防サービス基準条例第６５条及び第８６条において準用する

場合を含む｡)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通

所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければなら

ない｡｣とあるのは「削除」とする。 

 （身体的拘束等の適正化に係る経過措置） 

３ 令和７年３月３１日までの間は、新地域密着型サービス基準条例第９２条第

７号及び第１９７条第７号、新地域密着型介護予防サービス基準条例第５３条

第３項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは

「講じるよう努めなければ」とする。 

 （利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方
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策を検討するための委員会の設置に係る経過措置） 

４ 令和９年３月３１日までの間は、新地域密着型サービス基準条例第１０６条

の２（新地域密着型サービス基準条例第１２８条、第１４９条、第１７７条、

第１８９条及び第２０２条において準用する場合を含む｡)及び新地域密着型介

護予防サービス基準条例第６３条の２（新地域密着型介護予防サービス基準条

例第８６条において準用する場合を含む｡)の規定の適用については、これらの

規定中「しなければ」とあるのは「するよう努めなければ」とする。 

 （協力医療機関との連携に関する経過措置） 

５ 令和９年３月３１日までの間は、新地域密着型サービス基準条例第１７２条

第１項（新地域密着型サービス基準条例第１８９条において準用する場合を含

む｡)の規定の適用については、新地域密着型サービス基準条例第１７２条中「

定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。 
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議案第 25 号 

 

生駒市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について 

  

上記の議案を提出する。 

 

令和６年３月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市企業立地促進条例の一部を改正する条例 

生駒市企業立地促進条例（平成２４年１０月生駒市条例第４３号）の一部を次

のように改正する。 

第２条中第４号を第６号とし、第１号から第３号までを２号ずつ繰り下げ、同

条に第１号及び第２号として次の２号を加える。 

(1) 事業者 営利を目的とした事業を営む法人又は個人をいう。 

(2) 事業所 事業者がその事業の用に供する施設をいう。 

第５条第４項中「第２項」を「第３項」に改め、同項を同条第５項とし、同条

第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同

条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 親会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第４号に規定する親会社

をいう｡)及びその子会社（同条第３号に規定する子会社をいう｡)は、１の事業

者として前項の規定による事業計画の提出を行うことができる。 

第６条第２項中「前条第２項及び第４項」を「前条第３項及び第５項」に改

め、同条第３項中「前条第３項」を「前条第４項」に改める。 

第１０条第３項中「第５条第４項各号」を「第５条第５項各号」に改める。 
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第１１条第１号中「第５条第２項各号」を「第５条第３項各号」に改め、同条

第４号中「第５条第３項」を「第５条第４項」に改め、同条第８号中「第５条第

４項各号」を「第５条第５項各号」に改める。 

別表第１備考以外の部分中「固定資産投資額」及び「附帯費用の額」の次に「

（国等の他の補助制度により補助金の交付を受けた場合には、当該補助金の額を

控除した額）」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 26 号 

 

生駒市高山竹林園条例の一部を改正する条例の制定について 

  

上記の議案を提出する。 

 

令和６年３月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市高山竹林園条例の一部を改正する条例 

生駒市高山竹林園条例（平成元年４月生駒市条例第１１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１条中「資する」の次に「とともに、地域のにぎわいの創出を図る」を加え

る。 

第３条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号とし、第５号を

第４号とする。 

第４条第１項中「及び竹生
ち く ぶ

庵
あん

」を「、竹生
ち く ぶ

庵
あん

、多目的広場及び多目的グラウン

ド」に改め、「並びに多目的広場及びゲートボール場」を削り、同条第３項中

「、多目的広場及びゲートボール場」を削る。 

第７条に次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、営利目的で使用する場合における利用料金は、同

項の規定による指定管理者が市長の承認を得て定める金額に２を乗じて得た額

とする。 

第９条第１項中「使用料」を「利用料金」に改める。 

別表の２の表中「竹生
ち く ぶ

庵
あん

利用料金」を「その他有料園施設利用料金」に改め、
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同表に次のように加える。 

多目的広場 ５，９２０円 ９，８８０円 １５，８００円 

多目的グラウンド １，９７０円 ３，３００円 ５，２７０円 

附 則 

この条例は、令和６年７月１日から施行する。 
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議案第 27 号 

 

生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

  

上記の議案を提出する。 

 

令和６年３月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例（昭和６３年１２月生駒市条

例第２９号）の一部を次のように改正する。 

別表第１に次のように加える。 

生 駒市 学 研 生 駒テ ク ノ

エ リア 北 地 区 整備 計 画

区域 

都市計画法第２１条第２項の規定において準用する同

法第２０条第１項の規定により告示された令和５年１２

月２８日生駒市告示第２３９号に定める大和都市計画生

駒 市 学 研 生 駒 テ ク ノ エ リ ア 北 地 区 地 区 計 画 の 区 域 の う

ち、地区整備計画が定められた区域 

生 駒市 壱 分 北 地区 整 備

計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された令

和５年１２月２８日生駒市告示第２４０号に定める大和

都市計画生駒市壱分北地区地区計画の区域のうち、地区

整備計画が定められた区域 

別表第２に次のように加える。 
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す
る

側

に
あ

っ
て

は
３

メ

ー
ト

ル
以

上
、

そ

の
他

の
側

に
あ

っ

て
は

１
メ

ー
ト

ル

以
上

 

１
 

外
壁

等
の

中
心

線
の

長
さ

の
合

計

が
３

メ
ー

ト
ル

以

下
で

あ
る

も
の

 

２
 

物
置

そ
の

他
こ

れ
に

類
す

る
用

途

に
供

し
、

軒
の

高

さ
が

２
．

３
メ

ー

ト
ル

以
下

で
、

か

つ
、

床
面

積
の

合

計
が

５
平

方
メ

ー

ト
ル

以
内

で
あ

る

も
の

 

 
１

０
分

の

５
（

法
第

５
３

条
第

３
項

第
２

号
の

規
定

に
該

当
す

る
場

合

は
、

１
０

分
の

６
）

 

２
５

メ
ー

ト
ル

 

 
産

業
施

設
地

区
Ｂ

 

次
に

掲
げ

る
建

築
物

 

１
 

住
宅

、
兼

用
住

宅
、

共
同

住
宅

、

寄
宿

舎
又

は
下

宿
 

２
 

幼
稚

園
、

小
学

校
、

中
学

校
又

は

高
等

学
校

 

３
 

神
社

、
寺

院
、

教
会

そ
の

他
こ

れ

ら
に

類
す

る
も

の
 

４
 

老
人

ホ
ー

ム
、

保
育

所
、

福
祉

ホ

ー
ム

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

も
の

（
児

童
福

祉
法

第
６

条
の

３
第

１
２

 

３
，

０
０

０

平
方

メ
ー

ト

ル
 

道
路

に
面

す
る

側

に
あ

っ
て

は
１

．

５
メ

ー
ト

ル
以

上
、

そ
の

他
の

側

に
あ

っ
て

は
１

メ

ー
ト

ル
以

上
 

１
 

外
壁

等
の

中
心

線
の

長
さ

の
合

計

が
３

メ
ー

ト
ル

以

下
で

あ
る

も
の

 

２
 

物
置

そ
の

他
こ

れ
に

類
す

る
用

途

に
供

し
、

軒
の

高

さ
が

２
．

３
メ

ー

ト
ル

以
下

で
、

か

つ
、

床
面

積
の

合
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項
に

規
定

す
る

事
業

所
内

保
育

事
業

の
用

に
供

す
る

施
設

を
除

く
。

）
 

５
 

ホ
テ

ル
又

は
旅

館
 

６
 

キ
ャ

バ
レ

ー
、

料
理

店
、

ナ
イ

ト

ク
ラ

ブ
、

ダ
ン

ス
ホ

ー
ル

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

も
の

 

７
 

公
衆

浴
場

 

８
 

マ
ー

ジ
ャ

ン
屋

、
ぱ

ち
ん

こ
屋

、

射
的

場
、

勝
馬

投
票

券
発

売
所

、
場

外
車

券
売

場
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
も

の
 

９
 

ボ
ー

リ
ン

グ
場

、
ス

ケ
ー

ト
場

、

水
泳

場
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
運

動
施

設
 

１
０

 
自

動
車

教
習

所
 

 
 

計
が

５
平

方
メ

ー

ト
ル

以
内

で
あ

る

も
の

 

 
 

 

 
産

業
施

設
地

区
Ｃ

 

次
に

掲
げ

る
建

築
物

 

１
 

住
宅

、
兼

用
住

宅
、

共
同

住
宅

、

寄
宿

舎
又

は
下

宿
 

２
 

幼
稚

園
、

小
学

校
、

中
学

校
又

は

高
等

学
校

 

３
 

神
社

、
寺

院
、

教
会

そ
の

他
こ

れ

ら
に

類
す

る
も

の
 

４
 

老
人

ホ
ー

ム
、

保
育

所
、

福
祉

ホ

ー
ム

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

も
の

（
児

童
福

祉
法

第
６

条
の

３
第

１
２

項
に

規
定

す
る

事
業

所
内

保
育

事
業

の
用

に
供

す
る

施
設

を
除

く
｡
)
 

５
 

ホ
テ

ル
又

は
旅

館
 

６
 

キ
ャ

バ
レ

ー
、

料
理

店
、

ナ
イ

ト

ク
ラ

ブ
、

ダ
ン

ス
ホ

ー
ル

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

も
の

 

７
 

公
衆

浴
場

 

８
 

マ
ー

ジ
ャ

ン
屋

、
ぱ

ち
ん

こ
屋

、

射
的

場
、

勝
馬

投
票

券
発

売
所

、
場

外
車

券
売

場
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
も

の
 

１
，

０
０

０

平
方

メ
ー

ト

ル
 

道
路

に
面

す
る

側

に
あ

っ
て

は
１

．

５
メ

ー
ト

ル
以

上
、

そ
の

他
の

側

に
あ

っ
て

は
１

メ

ー
ト

ル
以

上
 

１
 

外
壁

等
の

中
心

線
の

長
さ

の
合

計

が
３

メ
ー

ト
ル

以

下
で

あ
る

も
の

 

２
 

物
置

そ
の

他
こ

れ
に

類
す

る
用

途

に
供

し
、

軒
の

高

さ
が

２
．

３
メ

ー

ト
ル

以
下

で
、

か

つ
、

床
面

積
の

合

計
が

５
平

方
メ

ー

ト
ル

以
内

で
あ

る

も
の
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９
 

ボ
ー

リ
ン

グ
場

、
ス

ケ
ー

ト
場

、

水
泳

場
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
運

動
施

設
 

１
０

 
自

動
車

教
習

所
 

 
 

 
 

 
 

生
駒

市
壱

分

北
地

区
整

備

計
画

区
域

 

低
層

住
宅

地

区
 

次
に

掲
げ

る
建

築
物

以
外

の
建

築
物

 

１
 

住
宅

（
法

別
表

第
２

（
い

）
項

第

１
号

に
係

る
も

の
）

 

２
 

住
宅

で
事

務
所

、
店

舗
そ

の
他

こ

れ
ら

に
類

す
る

用
途

を
兼

ね
る

も
の

の
う

ち
令

第
１

３
０

条
の

３
に

規
定

す
る

も
の

 

３
 

共
同

住
宅

、
寄

宿
舎

又
は

下
宿

 

４
 

学
校

（
大

学
、

高
等

専
門

学
校

、

専
修

学
校

及
び

各
種

学
校

を
除

く
｡
)
、

図
書

館
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類

す
る

も
の

 

５
 

老
人

ホ
ー

ム
、

保
育

所
、

福
祉

ホ

ー
ム

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

も
の

 

６
 

診
療

所
 

７
 

集
会

所
 

８
 

巡
査

派
出

所
、

公
衆

電
話

所
そ

の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

令
第

１
３

０
条

の
４

に
掲

げ
る

公
益

上
必

要
な

建
築

物
 

９
 

前
各

項
の

建
築

物
に

附
属

す
る

も

の
（

令
第

１
３

０
条

の
５

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
｡
)
 

１
６

５
平

方

メ
ー

ト
ル

 

道
路

に
面

す
る

側

に
あ

っ
て

は
、

１

．
５

メ
ー

ト
ル

以

上
 

１
 

外
壁

等
の

中
心

線
の

長
さ

の
合

計

が
３

メ
ー

ト
ル

以

下
で

あ
る

も
の

 

２
 

物
置

そ
の

他
こ

れ
に

類
す

る
用

途

に
供

し
、

軒
の

高

さ
が

２
．

３
メ

ー

ト
ル

以
下

で
、

か

つ
、

床
面

積
の

合

計
が

５
平

方
メ

ー

ト
ル

以
内

で
あ

る

も
の

 

 
 

 

 
複

合
住

宅
地

区
Ａ

 

次
に

掲
げ

る
建

築
物

 

１
 

住
宅

（
法

別
表

第
２

（
い

）
項

第

１
号

に
係

る
も

の
。

た
だ

し
、

長
屋

住
宅

及
び

重
ね

建
て

住
宅

を
除

く
｡
)
 

２
 

住
宅

で
事

務
所

、
店

舗
そ

の
他

こ

れ
ら

に
類

す
る

用
途

を
兼

ね
る

も
の

 

３
 

神
社

、
寺

院
、

教
会

そ
の

他
こ

れ

ら
に

類
す

る
も

の
 

１
，

０
０

０

平
方

メ
ー

ト

ル
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４
 

公
衆

浴
場

 

５
 

集
会

場
（

市
民

ホ
ー

ル
、

結
婚

式

場
、

葬
祭

場
等

）
 

 
 

 
 

 
 

 
複

合
住

宅
地

区
Ｂ

 

次
に

掲
げ

る
建

築
物

 

１
 

神
社

、
寺

院
、

教
会

そ
の

他
こ

れ

ら
に

類
す

る
も

の
 

２
 

公
衆

浴
場

 

３
 

床
面

積
の

合
計

が
１

５
平

方
メ

ー

ト
ル

を
超

え
る

畜
舎

 

４
 

集
会

場
（

市
民

ホ
ー

ル
、

結
婚

式

場
、

葬
祭

場
等

）
 

１
６

５
平

方

メ
ー

ト
ル

 

 
 

 
 

 

 
沿

道
利

用
地

区
Ａ

 

次
に

掲
げ

る
建

築
物

 

１
 

住
宅

（
法

別
表

第
２

（
い

）
項

第

１
号

に
係

る
も

の
）

 

２
 

住
宅

で
事

務
所

、
店

舗
そ

の
他

こ

れ
ら

に
類

す
る

用
途

を
兼

ね
る

も
の

 

３
 

神
社

、
寺

院
、

教
会

そ
の

他
こ

れ

ら
に

類
す

る
も

の
 

４
 

畜
舎

（
ペ

ッ
ト

と
し

て
飼

育
す

る

犬
、

猫
等

の
小

動
物

の
畜

舎
で

床
面

積
の

合
計

が
１

５
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の

並
び

に
動

物
病

院
及

び
ペ

ッ
ト

シ
ョ

ッ
プ

の
用

途
に

供
す

る
も

の
を

除
く

｡
)
 

５
 

公
衆

浴
場

 

６
 

集
会

場
（

市
民

ホ
ー

ル
、

結
婚

式

場
、

葬
祭

場
等

）
 

７
 

マ
ー

ジ
ャ

ン
屋

、
ぱ

ち
ん

こ
屋

、

射
的

場
、

勝
馬

投
票

券
発

売
所

、
場

外
車

券
売

場
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
も

の
 

８
 

ボ
ー

リ
ン

グ
場

、
ゴ

ル
フ

練
習

場

及
び

バ
ッ

テ
ィ

ン
グ

練
習

場
 

９
 

カ
ラ

オ
ケ

ボ
ッ

ク
ス

そ
の

他
こ

れ

に
類

す
る

も
の

 

１
，

０
０

０

平
方

メ
ー

ト

ル
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１
０

 
自

動
車

教
習

所
 

 
 

 
 

 
 

 
沿

道
利

用
地

区
Ｂ

 

次
に

掲
げ

る
建

築
物

 

１
 

住
宅

（
法

別
表

第
２

（
い

）
項

第

１
号

に
係

る
も

の
。

た
だ

し
、

長
屋

住
宅

及
び

重
ね

建
て

住
宅

を
除

く
｡
)
 

２
 

住
宅

で
事

務
所

、
店

舗
そ

の
他

こ

れ
ら

に
類

す
る

用
途

を
兼

ね
る

も
の

 

３
 

神
社

、
寺

院
、

教
会

そ
の

他
こ

れ

ら
に

類
す

る
も

の
 

４
 

公
衆

浴
場

 

５
 

集
会

場
（

市
民

ホ
ー

ル
、

結
婚

式

場
、

葬
祭

場
等

）
 

５
０

０
平

方

メ
ー

ト
ル
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別表第６に次のように加える。 

生駒市学研生駒テ
クノエリア北地区
整備計画区域 

産業施設地区Ａ １０分の１ ５，０００平方
メートル 

産業施設地区Ｂ １０分の１ ３，０００平方
メートル 

産業施設地区Ｃ １０分の１ １，０００平方
メートル 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

-107-



議案第 28 号 

 

生駒市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

  

上記の議案を提出する。 

 

令和６年３月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市営住宅条例の一部を改正する条例 

 生駒市営住宅条例（平成９年１２月生駒市条例第３７号）を次のように改正す

る。 

 第６条第１項第１号ク（イ）中「第１０条第１項」の次に「又は第１０条の２

」を加える。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第 29 号 

 

生駒市水道事業給水条例及び生駒市水道事業の布設工事監督者の配

置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

  

上記の議案を提出する。 

 

令和６年３月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市水道事業給水条例及び生駒市水道事業の布設工事監督者の配置基準

及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正

する条例 

（生駒市水道事業給水条例の一部改正） 

第１条 生駒市水道事業給水条例（昭和３５年１２月生駒市条例第３２号）の一

部を次のように改正する。 

第１１条第１項ただし書及び第１２条第４項ただし書中「厚生労働省令」を

「国土交通省令」に改める。 

（生駒市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準に関する条例の一部改正） 

第２条 生駒市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技

術管理者の資格基準に関する条例（平成２４年１２月生駒市条例第６０号）の

一部を次のように改正する。 

第４条第６号中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改め
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る。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

-110-



議案第 30 号 

 

生駒市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

  

上記の議案を提出する。 

 

令和６年３月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 生駒市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年７月生駒市条例第２５号）の

一部を次のように改正する。 

 第５条第２項第２号中「８，９００円」を「９，１００円」に改める。 

 別表中「１２，４４０」を「１２，５００」に、「１３，３２０」を「１３，

３５０」に、「１０，６７０」を「１０，８００」に、「１１，５５０」を「１

１，６５０」に、「８，９００」を「９，１００」に、「９，７９０」を「９，

９５０」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の生駒市消防団員等公務災害補償条例第５条第２項及び別表の規定

は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた生駒市消防団員等公務

災害補償条例第５条第１項に規定する損害補償（以下「損害補償」という｡)並
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びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第４条第３

号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定する障害補償年金及び同条第

６号アに規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という｡)について適

用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く｡)及

び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等につい

ては、なお従前の例による。 
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議案第 31 号  

 

損害賠償の額の決定について  

 

下記のとおり損害賠償の額を定めることについて地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第１３号の規定により、議会の議決を求める。  

記  

１ 事故区分及び事故発生年月日  

  物損事故  

  令和５年８月２０日（日）午前１時頃  

２ 事故発生場所  

  生駒市元町２丁目地内（滝寺公園）  

３ 損害賠償額  

  ５，０４５，７００円  

４ 事故の概要  

  上記公園内の樹木が倒れ、公園に隣接する施設に駐車していた車に樹木

が接触し、車を損傷させたもの。  

 

令和６年３月５日提出  

生駒市長 小 紫 雅 史    
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議案第 32 号 

 

   生駒市自転車駐車場の指定管理者の指定について  

 

 下記のとおり地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の

規定による指定管理者の指定を行うことについて、同項の規定により、議会の議

決を求める。  

記  

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

  生駒駅前自転車駐車場、生駒駅前第２自転車駐車場及び生駒駅南自転車駐車

場  

２ 指定管理者となる団体の名称及び主たる事務所の所在地  

  公益社団法人 生駒市シルバー人材センター  

  生駒市北田原町２４７６番８  

３ 指定の期間  

  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで  

 

  令和６年３月５日提出  

生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 33 号 

 

生駒山麓公園の指定管理者の指定について 

 

下記のとおり地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の

規定による指定管理者の指定を行うことについて、同項の規定により、議会の議

決を求める。 

記 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

生駒山麓公園（生駒山麓公園ふれあいセンター及び生駒山麓公園テニスコー

トを含む｡） 

２ 指定管理者となる団体の名称及び主たる事務所の所在地 

生駒山麓公園指定管理共同企業体 

構成団体（代表） 株式会社ザイマックス関西 

          大阪府大阪市北区堂島一丁目１番５号 

構成団体     アドバンス株式会社 

          兵庫県豊岡市日高町栗栖野６０番地 

３ 指定の期間 

令和６年７月１日から令和１０年３月３１日まで  

 

令和６年３月５日提出 

生駒市長 小 紫 雅 史 
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議案第 34 号 

 

奈良広域水質検査センター組合規約の変更について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第２項の規定により、関係地

方公共団体の協議により、令和６年４月１日から奈良広域水質検査センター組合規

約を変更することについて、同法第２９０条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和６年３月５日提出 

 

生駒市長 小 紫 雅 史   

 

奈良広域水質検査センター組合規約の一部を改正する規約 

 奈良広域水質検査センター組合規約（平成７年奈良県指令地第１号）の一部を

次のように改正する。 

 第１５条第１項の表給水人口割の項中「厚生労働省統計」を「国土交通省統

計」に改め、「よる」の次に「。ただし、令和５年度以前に発行された厚生労働

省統計は、国土交通省統計とみなす」を加え、同表規模割の項中「厚生労働省統

計値」を「国土交通省統計値」に改め、「とする」の次に「。令和５年度以前の

厚生労働省統計値は、国土交通省統計値とみなす」を加える。 

   附 則 

 この規約は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第 35 号  

 

第６次生駒市総合計画第２期基本計画を定めることについて  

 

別冊のとおり第６次生駒市総合計画第２期基本計画を定めることにつき、生駒

市の市行政に係る重要な計画の議決等に関する条例（平成２５年６月生駒市条例

第２２号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和６年３月５日提出 

                     生駒市長 小 紫 雅 史 
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議案第 36 号  

 

生駒市監査委員の選任について  

 

生駒市監査委員に下記の者を選任したいから、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１９６条第１項本文の規定により、議会の同意を求める。 

記 

住  所  兵庫県尼崎市●●●●●●●● 

氏  名  平 松 亜 矢 子 

生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

  令和６年３月５日提出 

                     生駒市長 小 紫 雅 史 
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議案第 37 号  

 

生駒市教育長の任命について  

 

生駒市教育長に下記の者を任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第１項の規定により、議会の同意

を求める。 

記 

 住  所  生駒市●●●●●●●● 

 氏  名  原 井 葉 子 

 生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

  令和６年３月５日提出 

                     生駒市長 小 紫 雅 史 
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諮問第 １ 号  

 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて  

 

人権擁護委員の候補者に下記の者を推薦したいから、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。  

記  

住    所    生駒市●●●●●●●●  

氏    名    大 西 雅 美  

生年月日    昭和●●年●●月●●日  

 

住    所    生駒市●●●●●●●●  

氏    名    山 﨑 憲 二 郎  

生年月日    昭和●●年●●月●●日 

 

住    所    生駒市●●●●●●●●  

氏    名    井 上 美 代 子  

生年月日    昭和●●年●●月●●日  

 

令和６年３月５日提出  

生駒市長 小 紫 雅 史 
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